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令和元年度草加市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１項の規定

により、審査に付されました令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率に

ついて審査しましたので、次のとおり意見を提出します。
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      　「－」　当該数値がないもの
      　「△」　マイナス
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埼玉県後期高齢者医療広域連合

表　２　《 一部事務組合・地方公社等 》

一部事務組合・広域連合 地方公社・第三セクター等

東埼玉資源環境組合 草加市土地開発公社

埼玉県都市競艇組合

Ⅰ 審査の対象

表　１　《 健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象となる会計等 》

介護保険特別会計

区分 該当会計名等 各比率の対象となる会計等

一
般
会
計
等

一
般
会
計

駐車場事業特別会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計
公
営
事
業
会
計

特
別
会
計

交通災害共済事業特別会計

公共下水道事業特別会計

資
金
不
足
比
率

新田西部土地区画整理事業
特別会計

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

水道事業会計

埼玉県市町村総合事務組合

彩の国さいたま人づくり広域連合

令和元年度草加市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見

病院事業会計

一部事務組合・広域連合

公
営
企
業
会
計

新田駅西口土地区画整理事業
特別会計

法
適
用

アコス株式会社

法
非
適
用

地方公社・第三セクター等

一般会計
（新田西部土地区画整理事業特
別会計及び新田駅西口土地区画
整理事業特別会計を含む）

実
質
赤
字

比
率

草加八潮消防組合

令和元年度決算に基づく健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比

率、実質公債費比率及び将来負担比率）及び資金不足比率並びにそれら算定

の基礎となる事項を記載した書類
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（注）

（注）

11.36

16.36

25.0

350.0

20.00

30.00

35.04.2

2.8

20.0

実質赤字比率 － － －

水道事業会計 － －

病院事業会計 － －

Ⅱ 審査の期間

Ⅲ 審査の方法

健全化判断比率

平成29年度 平成30年度
①

資金不足比率については、資金の不足額がないため「－」と表示しています。

実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質赤字額及び連結実質赤字額がないため
「－」と表示しています。

令和元年度
②

増減 早期健全
化基準

財政再生
基準②－①

－ －

Ⅳ 審査の結果

新田西部土地区画整理事業
特別会計

－ － －

実質公債費比率 4.2 4.1 △ 0.1

将来負担比率

１
（単位：％）

比率・決算年度
平成29年度 平成30年度

①

－

－

6.1 5.4

新田駅西口土地区画整理事
業特別会計

－

令和元年度
②

増減 経営健全
化基準②－①

公共下水道事業特別会計 － － －

△ 0.7

２ 資金不足比率
（単位：％）

会計・決算年度

連結実質赤字比率 － － －

水道事業会計及び病院事業会計の資金不足比率

平成２７年６月１８日から平成２７年８月１９日まで

上記を除く比率

平成２７年７月２７日から平成２７年８月１９日まで

市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれら算定の基礎と

なる事項を記載した書類が関係法令等に基づき適正に作成されているか、関係書類

の照合等を行うとともに、関係部局からの説明を聴取する等の方法により、審査を

実施しました。

審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれら算定の基礎となる

事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められました。

水道事業会計及び病院事業会計の資金不足比率

令和２年６月１７日から令和２年８月１８日まで

上記を除く比率

令和２年７月２０日から令和２年８月１８日まで

市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれら算定の基礎と

なる事項を記載した書類が関係法令等に基づき適正に作成されているか、関係書類

の照合等を行うとともに、関係部局からの説明を聴取する等の方法により、審査を

実施しました。

審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれら算定の基礎となる

事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められました。
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Ⅴ 審査の概要

１ 健全化判断比率

表　３　《 草加市における健全化判断比率の健全性のイメージ 》

⑴ 標準財政規模の額

地方公共団体の財政の健全化に関する法律では、地方公共団体（以下「自治体」

という。）の財政悪化や破綻を未然に防ぐ目的から、自治体は算定した実質赤字比

率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率という４つの健全化判断

比率及び資金不足比率の数値と早期健全化基準等との対比結果を公表し、その結果

に応じて行財政上の措置を行うことを規定しています。

以下、１ 健全化判断比率 及び ２ 資金不足比率の審査概要を記載します。

４つの健全化判断比率は、表３のとおり、財政の健全性や悪化の度合いにより

①健全段階、②財政状況が悪化し自主的な改善努力により財政健全化を図る段階

（早期健全化基準）、③財政状況の悪化が著しく自主的な改善努力では財政健全

化が困難となり国等の関与による確実な財政再生が必要な段階（財政再生基準）

で分類され、４つの健全化判断比率のうち１つの指標でも早期健全化基準以上と

なる場合には、財政状況を早期に改善するための財政健全化計画を策定する必要

があります。

また、財政悪化がより深刻な状況となり、実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率のいずれかが財政再生基準以上である場合には、財政再生計画を

策定しなければなりません。

本市における令和元年度決算に基づく健全化判断比率については、早期健全化

基準及び財政再生基準に該当する比率はありませんでした。

健

全

財

政

① 健全段階

指標の整備と

情報開示の徹底

黒字額が減

少し始める等

の注意段階

②早期健全化

基準

自主的な努力によ

る財政健全化

③財政再生

基準

国等の関与に

よる財政の再生

財

政

悪

化

健全化判断比率４指標の算定において、算定式の分母に関係する標準財政規

模とは、自治体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規

模を示すもので、標準税収入額等、普通交付税額及び臨時財政対策債発行可能

額の合算額で表されます。

平成２６年度は、標準税収入額等 350億7,769万円、普通交付税額 30億7,068

万円、臨時財政対策債発行可能額 36億6,510万円の合計 418億1,347万円が標準

財政規模となり、前年度と比べ 2億1,900万円（0.5％）増加しています。

健全化判断比率４指標の算定において、算定式の分母に関係する標準財政規

模とは、自治体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規

模を示すもので、標準税収入額等、普通交付税額及び臨時財政対策債発行可能

額の合算額で表されます。

令和元年度は、標準税収入額等 392億7,944万円、普通交付税額 24億4,451万

円、臨時財政対策債発行可能額 24億498万円の合計 441億2,895万円が標準財政

規模となり、前年度と比べ 1億2,879万円（0.3％）増加しています。

- 3 -



実質赤字比率（税金等の収入に占める一般会計の赤字額の割合）

実質赤字（△黒字）額　Ａ

標準財政規模　Ｂ

算定式

実質赤字比率 ＝

75,259,779 80,696,764 5,436,985

②－①

 実質赤字（△黒字）額
（ア－イ－ウ）　　　Ａ

△ 3,590,755 △ 4,157,854 △ 3,281,153 876,701

（単位：千円・％）

算定式の内容

実質収支額等
増減

平成29年度 平成30年度
①

令和元年度
②

表　４　《 実質赤字比率算定表と年度比較 》

⑵

 標準財政規模　　　 Ｂ 43,334,145 44,000,155 44,128,950 128,795

 実質赤字比率　　Ａ／Ｂ △ 8.28 △ 9.44 △ 7.43 2.01

繰越財源　　　ウ 246,685 604,155 685,743 81,588

歳出決算額　　イ 70,245,360 70,497,770 76,729,868 6,232,098

歳入決算額　　ア 74,082,800

公　表　値 － － －

《 早期健全化基準及び財政再生基準との比較イメージ（実質赤字比率） 》

福祉、教育、まちづくり等を行う自治体の一般会計等を対象とした実質赤字

額の標準財政規模に対する比率で、一般会計等に赤字がある場合、その赤字の

程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標です。

算定の対象となる会計は、一般会計、新田西部土地区画整理事業特別会計及

び新田駅西口土地区画整理事業特別会計です。

算定式は次のとおりで、実質赤字額が生じる場合には比率を正の値で表示し

ていますが、実質黒字額の場合には比率は算定されず、公表値は「－」と表示

されます。令和元年度は実質赤字額が生じていませんので、実質黒字額を負の

値（△）で表示し、比率を算定しますと、表４「実質赤字比率算定表と年度比

較」のとおりです。

健全段階

財

政

悪

化

健

全

財

政 18.79 ポイントの差

早期健全化

基準

１１．３６％

財政再生

基準

２０．００％

要注意

０％～
黒字額が無い

状態

草加市

△7.43％

11.36％ 20.00％0％

27.43 ポイントの差
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 一般会計等
（一般会計）

 特別会計

 公営企業会計

合　　　計

 連結実質
 赤字（△黒字）額　　Ａ

 標準財政規模　   　 Ｂ

 連結実質赤字比率Ａ／Ｂ

公　表　値

表　５　《 連結実質赤字比率算定表と年度比較 》

（単位：千円・％）

実質収支額等

平成29年度 平成30年度
①

令和元年度
②

⑶

算定式

＝
連結実質赤字（△黒字）額　Ａ

標準財政規模　Ｂ

算定式の内容

連結実質赤字比率（税金等の収入に占める全会計の赤字額・資金の不足額の割合）

増減
②－①

連結実質赤字比率

1,820,909 1,028,018 891,558 △ 136,460

7,961,343 6,313,823 5,133,668 △ 1,180,155

3,590,755 4,157,854 3,281,153 △ 876,701

－ － －

43,334,145 44,000,155 44,128,950 128,795

△ 30.86 △ 26.13 △ 21.08 5.05

13,373,007 11,499,695 9,306,379 △ 2,193,316

△ 13,373,007 △ 11,499,695 △ 9,306,379 2,193,316

自治体の全会計を対象とした実質赤字額及び資金の不足額の標準財政規模に対

する比率です。すべての会計の赤字額や黒字額を合算し、自治体としての赤字が

ある場合、その赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標で

す。

算定の対象となる会計は、表１「健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象

となる会計等」のとおり一般会計及び特別会計（公営企業会計を含む）となり、

一部事務組合・広域連合及び地方公社・第三セクター等は対象外です。

算定式は次のとおりで、連結実質赤字額が生じる場合には比率を正の値で表示

しますが、連結実質黒字額の場合には比率は算定されず、公表値は「－」と表示

されます。令和元年度は連結実質赤字額が生じていませんので、連結実質黒字額

を負の値（△）で表示し、比率を算定しますと、表５「連結実質赤字比率算定表

と年度比較」のとおりです。

令和元年度の実質赤字比率は △7.43％で、前年度に引き続き実質赤字が発生

していません。また、早期健全化基準 11.36％に比べ 18.79ポイント、財政再生

基準 20.00％に比べ 27.43ポイント、それぞれ下回っています。

なお、早期健全化基準は市町村の標準財政規模に応じて 11.25％から 15.00％

の間で、毎年度定められます。

実質赤字比率の変動理由を算定式から求めますと、分母となる標準財政規模が

前年度と比べ 0.3％増加し、さらに分子を構成する実質黒字額が前年度と比べ

21.1％減少した結果、標準財政規模に占める実質黒字額の割合が低下したもので

す。
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⑷ 実質公債費比率（税金等の収入に占める一般会計の借入金返済額の割合）

《 早期健全化基準及び財政再生基準との比較イメージ（連結実質赤字比率） 》

健全段階

財

政

悪

化

健

全

財

政 37.44  ポイントの差

早期健全化

基準

１６．３６％

財政再生

基準

３０．００％

要注意

０％～
黒字額が無い

状態

草加市

△21.08％

16.36％ 30.00％0％

令和元年度の連結実質赤字比率は △21.08％で、前年度に引き続き実質赤字が

発生していません。早期健全化基準 16.36％に比べ 37.44ポイント、財政再生基

準 30.00％に比べ 51.08ポイント、それぞれ下回っています。

なお、早期健全化基準は実質赤字比率と同様に、市町村の標準財政規模に応じ

て 16.25％から 20.00％の間で、毎年度定められます。

連結実質赤字比率の変動理由を算定式から求めますと、分母となる標準財政規

模が前年度と比べ 0.3％増加し、さらに、分子を構成する連結実質黒字額が前年

度と比べ 19.1％減少した結果、標準財政規模に占める連結実質黒字額の割合が

低下したものです。

各会計の実質黒字額を前年度と比較しますと、一般会計が 21.1％、特別会計

が 13.3％、公営企業会計が 18.7％それぞれ減少したことにより、全体では

19.1％減少しています。

また、連結実質黒字額に占める各会計の構成割合は、一般会計等 35.2％、特

別会計 9.6％、公営企業会計 55.2％となっています。

自治体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を

基本とした額（標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控

除した額）に対する比率で、借入金である地方債の返済額及びこれに準ずる額の

大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標です。

算定の対象となる会計は、表１「健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象

となる会計等」のとおり、一般会計及び特別会計（公営企業会計を含む）並びに

一部事務組合・広域連合となります。

算定式は次のとおりで、３か年の平均値が公表値となります。詳細は、表６

「実質公債費比率算定表と年度比較」のとおりです。

51.08  ポイントの差
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Ａ：元利償還金（公債費から繰上償還額及び借換債を財源として償還した額等を控除した額）　

Ｂ：準元利償還金

Ｃ：特定財源（国や都道府県等からの利子補給等）

Ｄ：地方債の元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

Ｅ：標準財政規模

(注） 公表値は、当該年度を含む過去３か年の平均値です。

 元利償還金　　　　　　　Ａ 5,677,707 5,584,118 5,588,712 4,594

表　６　《 実質公債費比率算定表と年度比較 》

（単位：千円・％）

算定式の内容
平成29年度 平成30年度

①
令和元年度

②
増減
②－①

算定式　（公表値は、令和元年度を含めた過去３か年の平均値です。）

実質公債費比率

（単年度）

＝

標準財政規模　Ｅ　－　基準財政需要額算入額　Ｄ

（元利償還金Ａ＋準元利償還金Ｂ） －（特定財源Ｃ＋基準財政需要額算入額Ｄ）

公債費に準ずる債務負担行
為に係るもの

26,438 115,534 71,005 △ 44,529

△ 273,886

一部事務組合等の起こした
地方債に充てたと認められ
る補助金又は負担金

89,905 133,026 174,745 41,719

 準元利償還金　　　　　　Ｂ 3,455,538 3,609,863 3,333,167 △ 276,696

公営企業に要する経費の財
源とする地方債償還の財源
に充てたと認められた繰入
金

3,339,195 3,361,303 3,087,417

0

都市計画事業の財源として
発行された地方債償還額に
充当した都市計画税

1,772,548 1,745,155 1,684,816 △ 60,339

 特定財源　　　　　　　　Ｃ 1,772,548 1,745,155 1,684,816 △ 60,339

国や都道府県等からの利子
補給

0 0 0

　〔分子〕　  　　　　  (Ⅰ)
       　（Ａ+Ｂ）-（Ｃ+Ｄ）

1,601,241 1,643,949 1,508,331 △ 135,618

　〔分母〕　       　   (Ⅱ)
　    　     （Ｅ-Ｄ）

37,574,689 38,195,278 38,400,218 204,940

 元利償還金・準元利償還金に係
 る基準財政需要額算入額  Ｄ

5,759,456 5,804,877 5,728,732 △ 76,145

 標準財政規模　　 　　 　Ｅ 43,334,145 44,000,155 44,128,950 128,795

 実質公債費比率（単年度）
　　　　 　　　　　(Ⅰ)／(Ⅱ)

4.26149 4.30406 3.92792 △ 0.37614

 実質公債費比率（公表値） 4.2 4.2 4.1 △ 0.1
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《 早期健全化基準及び財政再生基準との比較イメージ（実質公債費比率） 》

健全段階

財

政

悪

化

健

全

財

政 20.9  ポイントの差

30.9  ポイントの差

早期健全化

基準

２５．０％

財政再生

基準

３５．０％
草加市

4.1％

表６「実質公債費比率算定表と年度比較」をみますと、平成２８年度の実質公

債費比率は、平成２６年度から平成２８年度までの３か年平均値で 3.9％とな

り、平成２７年度の算定値と比べて同水準となっています。

早期健全化基準 25.0％と比べ 21.1ポイント、財政再生基準 35.0％と比べ

31.1ポイント、それぞれ下回っています。なお、早期健全化基準及び財政再生基

準は、それぞれ一律に定められています。

また、平成２８年度の実質公債費比率の単年度値は、4.18060％で、平成２７年

度の単年度値と比べ 0.12692ポイント低下（改善）しています。

単年度比率が低下（改善）した主な要因を算定式から求めますと、分母を構成

する項目のうち標準財政規模は、前年度と比べ 5億7,681万円（1.4％）増加した

一方、分子を構成する項目のうち元利償還金は前年度と比べ 2億2,187万円

（4.4％）増加しましたが、準元利償還金が前年度と比べ 1億182万円（2.6％）減

少し、さらに控除項目である特定財源や元利償還金・準元利償還金に係る基準財

政需要額算入額が前年度と比べ増加したことにより、分子が減少した結果、分母

に占める分子の割合が低下したものです。

続いて、全国規模の公表値では最新となる平成２７年度の数値同士を比較し、

本市の実質公債費比率の相対的な状況を確認します。

資料１「近隣市等における健全化判断比率の比較（平成２７年度）」から、平

成２７年度における本市の実質公債費比率は 3.9％で、埼玉県内全４０市（以下

「県市」とする。）平均 4.7％及び類似団体（以下「類団」とする。）平均

6.2％と比較しますと、県市平均より 0.8ポイント、類団平均より 2.3ポイントそ

れぞれ下回っています。

また、表７「実質公債費比率の算定における埼玉県内の市平均との比較」から

主に算定項目の標準財政規模に対する割合を比較しますと、次のとおりとなりま

す。

元利償還金は、本市が 12.3％（平成２７年度 11.9％）で、県市平均 14.3％よ

り 2.0ポイント下回っています。

特定財源は、本市が 4.1％（平成２７年度 4.0％）で、県市平均 3.5％より

0.6ポイント上回っています。

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額は、本市が 13.3％

（平成２７年度 13.3％）で、県市平均 10.9％より 2.4ポイント上回っていま

財

政

悪

化

財

政

悪

化

表６「実質公債費比率算定表と年度比較」をみますと、令和元年度の実質公債

費比率は、平成２９年度から令和元年度までの３か年平均値で 4.1％となり、平

成３０年度の算定値と比べ 0.1ポイント低下（改善）しています。

早期健全化基準 25.0％と比べ 20.9ポイント、財政再生基準 35.0％と比べ

30.9ポイント、それぞれ下回っています。なお、早期健全化基準及び財政再生基

準は、それぞれ一律に定められています。

また、令和元年度の実質公債費比率の単年度値は、3.92792％で、平成３０年度

の単年度値と比べ 0.37614ポイント低下しています。

単年度比率が低下した主な要因を算定式から求めますと、分母を構成する項目

のうち標準財政規模は、前年度と比べ 1億2,879万円（0.3％）増加し、分子を構

成する項目のうち控除項目である特定財源及び元利償還金・準元利償還金に係る

基準財政需要額算入額が前年度に比べ減少しましたが、準元利償還金が前年度と

比べ 2億7,669万円（7.7％）減少したことにより、分子が減少した結果、分母に

占める分子の割合が低下したものです。

続いて、全国規模の公表値では最新となる平成３０年度の数値同士を比較し、

本市の実質公債費比率の相対的な状況を確認します。

資料１「近隣市等における健全化判断比率の比較（平成３０年度）」から、平

成３０年度における本市の実質公債費比率は 4.2％で、埼玉県内全４０市（以下

「県市」という。）平均 4.6％及び類似団体（以下「類団」という。）平均

4.1％と比較しますと、県市平均より 0.4ポイント下回り、類団平均より 0.1ポイ

ント上回っています。

また、表７「実質公債費比率の算定における埼玉県内の市平均との比較」から

主な算定項目の標準財政規模に対する割合を比較しますと、次のとおりとなりま

す。

元利償還金は、本市が 12.7％（平成３０年度 12.7％）で、県市平均 14.5％よ

り 1.8ポイント下回っています。

特定財源は、本市が 3.8％（平成３０年度 4.0％）で、県市平均 3.4％より

0.4ポイント上回っています。

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額は、本市が 13.0％

（平成３０年度 13.2％）で、県市平均 10.8％より 2.2ポイント上回っていま

す。

財

政

悪

化
4.6％0％ 25.0％ 35.0％

県市平均（H30）

※資料3より
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(注1） 

(注2） 

100.0 44,000,155 100.0 33,553,431 100.0

元利償還金・準元利償還
金に係る基準財政需要額
算入額            Ｄ

5,728,732 13.0 5,804,877 13.2 3,610,667

割合は、標準財政規模に対するものを表しています。

実質公債費比率
（公表値）

4.1 4.2 4.6

実質公債費比率
（単年度）   (Ⅰ)／(Ⅱ)

3.92792 4.30406 4.76884

「平成３０年度決算に基づく健全化判断比率（埼玉県企画財政部市町村課）」から作成して
います。

国や都道府県等からの
利子補給

0 0.0 0 0.0 42,791 0.1

都市計画事業の財源と
して発行された地方債
償還額に充当した都市
計画税

特定財源          Ｃ 1,684,816 3.8 1,745,155 4.0 1,127,593

4.3

 〔分母〕　       (Ⅱ)
          （Ｅ-Ｄ）

38,400,218 87.0 38,195,278 86.8 29,942,764 89.2

 〔分子〕         (Ⅰ)
     （Ａ+Ｂ）-（Ｃ+Ｄ）

1,508,331 3.4 1,643,949 3.7 1,427,923

10.8

標準財政規模      Ｅ 44,128,950

一時借入金の利子 0 0.0 0 0.0 28 0.0

870,121 2.6

一部事務組合等の起こ
した地方債に充てたと
認められる補助金又は
負担金

174,745 0.4 133,026 0.3 126,123 0.4

1,684,816 3.8 1,745,155 4.0 1,084,802 3.2

3.4

公営企業に要する経費
の財源とする地方債償
還の財源に充てたと認
められた繰入金

3,087,417 7.0 3,361,303 7.6

公債費に準ずる債務負
担行為に係るもの

71,005 0.2 115,534

3.9

満期一括償還地方債の
１年当たりの元金償還
金に相当するもの

0 0.0 0 0.0 83,458 0.2

準元利償還金      Ｂ 3,333,167 7.6 3,609,863 8.2 1,314,904

0.3 235,174 0.7

元利償還金        Ａ 5,588,712 12.7 5,584,118 12.7 4,851,280 14.5

金　額
（千円）

割合
（％）

金　額
（千円）

割合
（％）

金　額
（千円）

割合
（％）

表　７　《 実質公債費比率の算定における埼玉県内の市平均との比較 》

算定式の内容

草加市（Ｒ１） 草加市（Ｈ３０） 県市平均（Ｈ３０）
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Ａ：将来負担額（地方債の現在高、公営企業債等繰入見込額等）　

Ｃ：標準財政規模

Ｄ：地方債の元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

⑸ 将来負担比率（税金等の収入に占める一般会計が将来負担する債務の割合）

算定式　

将来負担額　Ａ　－　充当可能財源等　Ｂ

将来負担比率 ＝

標準財政規模　Ｃ　－　基準財政需要額算入額　Ｄ

Ｂ：充当可能財源等（充当可能基金額、特定財源見込額、地方債現在高に係る
　　　　　　　　　　　　　基準財政需要額算入見込額）

自治体の一般会計が将来負担すべき実質的な負債（将来負担額）から、返済原

資としてみなすことができる基金、特定財源見込額及び地方債現在高等に係る基

準財政需要額算入見込額（充当可能財源等）を控除した将来負担額（以下「充当

後将来負担額」という。）の、標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需

要額算入額を控除した額（以下「調整後標準財政規模」という。）に対する比率

です。

自治体の一般会計等の地方債残高や出資している法人への損失補償や地方公社

の負債等、一般会計が支払う可能性のある負担額を合算し、一般会計における将

来の財政を圧迫する可能性の度合いを示すものです。

将来、本市の財政を圧迫する可能性がある債務の現在高や、この現在高が税収

入等からなる年間の総収入の何年分に相当するかを確認できます。

算定の対象となる会計は、表１「健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象

となる会計等」のとおり、一般会計、特別会計（公営企業会計を含む）並びに一

部事務組合・広域連合及び地方公社・第三セクター等（表２参照）となります。

算定式は次のとおりで、その詳細は、表８「将来負担比率算定表と年度比較」

のとおりです。
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将
来
負
担
額

地方債の現在高 58,353,663 58,401,633 59,968,866 1,567,233

債務負担行為に基づく支出
予定額

2,336,885 2,632,287

（単位：千円・％）

算定式の内容
平成29年度 平成30年度

①
令和元年度

②
増減
②－①

表　８　《 将来負担比率算定表と年度比較 》

組合負担等見込額 2,092,232 1,822,724 1,761,358 △ 61,366

退職手当負担見込額 5,296,211 4,892,837 4,726,855 △ 165,982

2,454,662 △ 177,625

公営企業債等繰入見込額 31,077,587 29,532,245 27,114,970 △ 2,417,275

連結実質赤字額 0 0 0 0

組合等連結実質赤字額負担
見込額

0 0 0 0

0

第三セクター等 1,153 0 1,388 1,388

設立法人の負債額等負担見
込額

1,153 0 1,388 1,388

土地開発公社 0 0 0

うち都市計画税 14,686,561 14,479,215 14,085,401 △ 393,814

602,255

特定財源見込額（充当可能
特定歳入）

16,511,645 14,481,380 14,094,901 △ 386,479

　　　合　　　計    Ａ 99,157,731 97,281,726 96,028,099 △ 1,253,627

充当可能基金額 16,082,656 16,316,022 16,918,277

充当後将来負担額 　　   (Ⅰ)
〔分子〕　　　　　（Ａ－Ｂ）

1,073,806 2,351,237 2,109,277 △ 241,960

標準財政規模             Ｃ 43,334,145 44,000,155 44,128,950 128,795

地方債現在高に係る基準財
政需要額算入見込額

65,489,624 64,133,087 62,905,644 △ 1,227,443

　　　合　　　計    Ｂ 98,083,925 94,930,489 93,918,822 △ 1,011,667

充
当
可
能
財
源
等

将来負担比率　　  (Ⅰ)／(Ⅱ) 2.8 6.1 5.4 △ 0.7

元利償還金・準元利償還金に係
る基準財政需要額算入額   Ｄ

5,759,456 5,804,877 5,728,732 △ 76,145

調整後標準財政規模      (Ⅱ)
〔分母〕　　　　　（Ｃ－Ｄ）

37,574,689 38,195,278 38,400,218 204,940
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《 早期健全化基準との比較イメージ（将来負担比率） 》

健全段階

財

政

悪

化

健

全

財

政
344.6 ポイントの差

早期健全化

基準

３５０．０％

財政再生

基準

なし
草加市

5.4％

350.0％ なし

県市平均（Ｈ30）

※資料3より

14.6％

表８「将来負担比率算定表と年度比較」をみますと、令和元年度の将来負担比

率は 5.4％となり、前年度に比べ 0.7ポイント低下（改善）しています。

早期健全化基準 350.0％に比べ 344.6ポイント下回っています。なお、早期健

全化基準は市町村一律に定められ、財政再生基準は定められていません。

また、算定式の内容を比較しますと、令和元年度の将来負担額は 960億2,809

万円で、前年度に比べ 12億5,362万円（1.3％）減少しています。この主なもの

は、公営企業債等繰入見込額や債務負担行為に基づく支出予定額が減少したこと

によるものです。

充当可能財源等は 939億1,882万円で、前年度に比べ 10億1,166万円（1.1％）

減少しています。この主なものは、地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込

額が減少したことによるものです。この結果、充当後将来負担額は 21億927万円

で、前年度に比べ 2億4,196万円（10.3％）減少しています。

将来負担比率が低下（改善）した主な要因を算定式から求めますと、分母とな

る調整後標準財政規模が前年度に比べ 2億494万円（0.5％）増加し、また分子を

構成する充当後将来負担額が減少した結果、分母に占める分子の割合が低下した

ものです。

続いて、全国規模の公表値では最新となる平成３０年度の数値同士を比較し、

本市の将来負担比率の相対的な状況を確認します。

資料１「近隣市等における健全化判断比率の比較（平成３０年度）」から、平

成３０年度における本市の将来負担比率は 6.1％で、県市平均 14.6％及び類団

平均 25.2％と比較しますと、県市平均より 8.5ポイント、類団平均より 19.1ポ

イント下回っています。

また、表９「将来負担比率の算定における埼玉県内の市平均との比較」から主

な算定項目の標準財政規模に対する割合を比較しますと、次のとおりとなりま

す。

将来負担額は本市が 217.6％（平成３０年度 221.1％）で、県市平均 201.2％

より 16.4ポイント上回っています。充当可能財源等は、本市が 212.8％（平

成３０年度 215.8％）で、県市平均 188.2％より 24.6ポイント上回っていま

す。充当後将来負担額は、本市が 4.8％（平成３０年度 5.3％）で、県市平均

13.1％より 8.3ポイント下回っています。

0％
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将
来
負
担
額

算定式の内容

表　９　《 将来負担比率の算定における埼玉県内の市平均との比較 》

草加市（Ｒ１） 草加市（Ｈ３０） 県市平均（Ｈ３０）

146.0

債務負担行為に基づく
支出予定額

2,454,662 5.6 2,632,287 6.0 1,797,629 5.4

地方債の現在高 59,968,866 135.9 58,401,633 132.7 48,996,590

金　額
（千円）

割合
（％）

金　額
（千円）

割合
（％）

金　額
（千円）

割合
（％）

19.6

設立法人の負債額等負
担見込額

1,388 0.0 0 0.0 208,952 0.6

退職手当負担見込額 4,726,855 10.7 4,892,837 11.1 6,585,294

27.0

組合負担等見込額 1,761,358 4.0 1,822,724 4.1 879,975 2.6

公営企業債等繰入見込額 27,114,970 61.4 29,532,245 67.1 9,051,768

201.2

充当可能基金額 16,918,277 38.3 16,316,022 37.1 10,803,921 32.2

特定財源見込額
（充当可能特定歳入）

合　　計　 　  Ａ 96,028,099 217.6 97,281,726 221.1 67,520,208

0.0

組合等連結実質赤字額
負担見込額

0 0.0 0 0.0 0 0.0

連結実質赤字額 0 0.0 0 0.0 0

9,597,662 28.6

地方債現在高に係る基
準財政需要額算入見込
額

62,905,644 142.5 64,133,087 145.8 42,328,144 126.2

うち都市計画税 14,085,401 31.9 14,479,215 32.9

14,094,901 31.9 14,481,380 32.9 10,007,435 29.8

100.0

5,728,732 13.0 5,804,877 13.3 3,610,667 10.8

44,128,950 100.0 44,000,155 100.0 33,553,431

188.2

2,109,277 4.8 2,351,237 5.3 4,380,708 13.1

合　　計 　    Ｂ 93,918,822 212.8 94,930,489 215.8 63,139,500

元利償還金・準元利償還
金に係る基準財政需要額
算入額　　 　　　   Ｄ

標準財政規模 　　   Ｃ

充当後将来負担額     （Ⅰ)
 〔分子〕　（Ａ－Ｂ）

充
当
可
能
財
源
等

割合は、標準財政規模に対するものを表しています。

89.2

5.4 6.1 14.6

38,400,218 87.0 38,195,278 86.8 29,942,764

「平成３０年度決算に基づく健全化判断比率（埼玉県企画財政部市町村課）」から作成して
います。

調整後標準財政規模  (Ⅱ)
 〔分母〕　（Ｃ－Ｄ）

将来負担比率   (Ⅰ)／(Ⅱ)

（注1） 

（注2） 
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７２．６％

６０．０％

６２．４％

１３．４％

３０．４％

２８．２％

９．８％

５．０％

４．９％

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

県市平均(平成30年度)  

草加市（平成30年度）

草加市（令和元年度）

表 １０ 《 将来負担額の構成割合の比較 》

地方債の現在高
公営企業債等

繰入見込額

債務負担行為に

基づく支出予定額

組合負担等

見込額 退職手当

負担見込額

主な算定項目を比較しますと、一般会計等の地方債の現在高は、本市が 62.4％

（平成３０年度 60.0％）で、県市平均 72.6％より 10.2ポイント下回っていま

す。なお、額については県市平均より 109億7,227万円上回っています。

公共下水道事業特別会計、病院事業会計等に係る地方債の償還のための一般会

計からの繰入額である公営企業債等繰入見込額は、本市が 28.2％（平成３０年度

30.4％）で、県市平均 13.4％より 14.8ポイント上回っています。なお、額につ

いては県市平均より 180億6,320万円上回っています。

また、充当可能財源等の算定項目についての構成割合を確認するために、同じ

くグラフを作成しますと、表１１「充当可能財源等の構成割合の比較」のとおり

となります。

次に、将来負担額の算定項目についての構成割合を確認するために、表９「将

来負担比率の算定における埼玉県内の市平均との比較」等からグラフを作成しま

すと、表１０「将来負担額の構成割合の比較」のとおりとなります。

１７．１％

１７．２％

１８．０％

１５．９％

１５．２％

１５．０％

６７．０％

６７．６％

６７．０％

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

県市平均(平成30年度)  

草加市（平成30年度）

草加市（令和元年度）

表１１ 《 充当可能財源等の構成割合の比較 》

特定財源

見込額

充当可能

基金額
地方債現在高に係る

基準財政需要額算入見込額

算定項目を比較しますと、充当可能基金額は、本市が 18.0％（平成３０年度

17.2％）で、県市平均 17.1％より 0.9ポイント上回っています。なお、額につ

いては県市平均より 61億1,435万円上回っています。
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２ 資金不足比率 （事業の規模に占める資金の不足額の割合）

特定財源見込額（充当可能特定歳入）は、本市は 15.0％（平成３０年度

15.2％）で、県市平均 15.9％より 0.9ポイント下回っています。なお、額につい

ては、県市平均より 40億8,746万円上回っています。

地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額については、本市は 67.0％（平

成３０年度 67.6％）で、県市平均と同水準になっています。なお、額については

県市平均より 205億7,750万円上回っています。

次に、資料２「近隣市等における市民一人当たりの将来負担額の比較」から本市

と県市平均を確認しますと、次のとおりとなります。

充当可能財源等控除前の将来負担額から求めた市民一人当たりの将来負担額は、

本市が 384,659円（平成３０年度 391,495円）で、県市平均 392,630円より 7,971

円下回っています。

また、充当可能財源等控除後の将来負担額から求めた市民一人当たりの将来負担

額は、本市が 8,449円（平成３０年度 9,462円）で、県市平均 25,474円より

17,025円下回っています。

公営企業会計ごとの資金の不足額が事業の規模（年間料金収入等）と比較し、

どの程度の割合かを示す指標で、資金が不足している場合における経営状態の悪

化の度合いを示すものです。

算定の対象となる会計は、特別会計のうち地方公営企業法を適用する事業であ

る水道事業会計及び病院事業会計と、地方財政法施行令第４６条で定める事業の

うち地方公営企業法を適用していない公共下水道事業特別会計、新田西部土地区

画整理事業特別会計及び新田駅西口土地区画整理事業特別会計の５会計となり、

比率は公営企業会計ごとに算定されます。

比率は、資金の不足額がある場合には算定されますが、資金の剰余額がある場

合には算定されず、公表値は「－」と表示されます。各事業の「資金不足比率算

定表と年度比較」では、剰余額を△（負の値）で表した場合の実数値となる資金

不足比率等を記載しました。

なお、比率が、経営の健全化を図るべき基準（経営健全化基準）以上である場

合には、経営の健全化のための計画（経営健全化計画）を策定する必要がありま

すが、令和元年度は、経営健全化基準以上となる公営企業会計はありませんでし

た。
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Ａ：歳出額

Ｂ：建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高

Ｃ：歳入額（翌年度に繰り越すべき財源を除く。）

Ｄ：解消可能資金不足額

Ｅ：営業収益に相当する収入の額

Ｆ：受託工事収益に相当する収入の額

算定式　

＝

⑴ 公共下水道事業特別会計 （地方公営企業法非適用事業）

資金の不足額　（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ）
資金不足比率

 建設改良費等以外の地方債
 現在高　　　　　　　  　Ｂ

0 0 0 0

 歳入額（ア－イ）　　 　 Ｃ 7,267,663 7,267,092 6,558,879 △ 708,213

 歳出額　　　　　 　　 　Ａ 7,070,615 7,014,949 6,399,373 △ 615,576

表　１２　《 資金不足比率算定表と年度比較（公共下水道事業特別会計） 》
（単位：千円・％）

算定式の内容

算　　定　　値

平成29年度 平成30年度
①

令和元年度
②

増減
②－①

事業の規模　（Ｅ－Ｆ）

 解消可能資金不足額 　 　Ｄ 0 0 0 0

 資金の不足（△剰余）額  (Ⅰ)
△ 197,048 △ 252,143 △ 159,506 92,637

繰り越すべき財源　イ 41,950 65,873 81,198 15,325

歳入　　　　　　　ア 7,309,613 7,332,965 6,640,077 △ 692,888

 受託工事収益相当額　 　 Ｆ 0 56,668 5,954 △ 50,714

 事業の規模              (Ⅱ)
        〔分母〕              （Ｅ-Ｆ）

2,926,714 2,949,980 2,675,271 △ 274,709

     〔分子〕（Ａ+Ｂ）-（Ｃ+Ｄ）

 営業収益相当額　　  　  Ｅ 2,926,714 3,006,648 2,681,225 △ 325,423

 資金不足比率　 　 (Ⅰ)／(Ⅱ) △ 6.7 △ 8.5 △ 5.9 2.6

公　表　値 － － －

公共下水道事業特別会計の算定表上の資金不足比率は △5.9％で、前年度に引

き続き資金の不足額は発生していません。また、経営健全化基準である 20.0％か

ら 25.9ポイント下回っています。

資金不足比率の変動理由を算定式から求めますと、前年度に比べ、分母となる

事業の規模（Ⅱ）が 9.3％減少しましたが、分子となる資金の剰余額（Ⅰ）が

36.7％減少した結果、分母に占める分子の割合が低下したものです。
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Ａ：歳出額

Ｂ：建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高

Ｃ：歳入額（翌年度に繰り越すべき財源を除く。）

Ｄ：土地収入見込額

Ｅ：土地造成等経費の財源に充てる地方債の現在高

Ｆ：土地造成等経費の財源に充てる他の会計からの長期借入金の現在高

Ｇ：資本＋負債相当額

⑵ 新田西部土地区画整理事業特別会計 （地方公営企業法非適用事業）

算定式　

＝資金不足比率
資金の不足額　（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ）＋（Ｅ＋Ｆ）

事業の規模　Ｇ

増減
②－①

 歳出額　　　　　　 　 　Ａ 21,876 17,848 21,391 3,543

表　１３　《 資金不足比率算定表と年度比較（新田西部土地区画整理事業特別会計） 》
（単位：千円・％）

算定式の内容

算　　定　　値

平成29年度 平成30年度
①

令和元年度
②

繰り越すべき財源　 イ 0 0 0 0

歳入　　　　　　　 ア 41,080 29,787 29,290 △ 497

 建設改良費等以外の地方債
 現在高　　　　　　　    Ｂ

0 0 0 0

 歳入額（ア－イ）　　    Ｃ

公　表　値 －

29,787 29,290 △ 497

 土地造成他会計長期借入金
 現在高　　　　　　　 　 Ｆ

0 0 0 0

 土地収入見込額　　　 　 Ｄ 0 0 0 0

 土地造成地方債現在高　  Ｅ 0 0 0 0

△ 7,899 4,040

19,204 11,939 7,899 △ 4,040

 資金不足比率　  　(Ⅰ)／(Ⅱ) △ 100.0 △ 100.0 △ 100.0 0.0

 事業の規模               (Ⅱ)
（資本＋負債相当額）〔分母〕Ｇ

 資金の不足（△剰余）額   (Ⅰ)
　                            〔分子〕
  （A+B）-（C+D）+（E+F）

41,080

－ －

△ 19,204 △ 11,939

新田西部土地区画整理事業特別会計の算定表上の資金不足比率は △100.0％で、

前年度に引き続き資金の不足額は発生していません。また、経営健全化基準である

20.0％から 120.0ポイント下回っています。

資金不足比率の構成理由を算定式から求めますと、分母となる事業の規模（Ⅱ）

のうち、負債に相当する額がなく、資本に相当する額は剰余額のみであることか

ら、分母（Ⅱ）と分子（Ⅰ）が同額となったものです。

- 17 -



Ａ：歳出額

Ｂ：建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高

Ｃ：歳入額（翌年度に繰り越すべき財源を除く。）

Ｄ：土地収入見込額

Ｅ：土地造成等経費の財源に充てる地方債の現在高

Ｆ：土地造成等経費の財源に充てる他の会計からの長期借入金の現在高

Ｇ：資本＋負債相当額

（単位：千円・％）

0

 資金不足比率　  　(Ⅰ)／(Ⅱ) － － － －

公　表　値 － － －

 土地造成地方債現在高　  Ｅ 0 0 0 0

 土地造成他会計長期借入金
 現在高　　　　　　　 　 Ｆ

0 0 0 0

 資金の不足（△剰余）額   (Ⅰ)
　                            〔分子〕
  （A+B）-（C+D）+（E+F）

0 0 0 0

 事業の規模               (Ⅱ)
（資本＋負債相当額）〔分母〕Ｇ

0 0 0 0

 歳出額　　　　　　 　 　Ａ 2,065 40,980 464 △ 40,516

 建設改良費等以外の地方債
 現在高　　　　　　　    Ｂ

0 0 0 0

 歳入額（ア－イ）　　    Ｃ 2,065 40,980 464 △ 40,516

歳入　　　　　　　 ア 2,065 40,980 464 △ 40,516

0 0

 土地収入見込額　　　 　 Ｄ 0 0 0

＝

算定式の内容

算　　定　　値

平成29年度 平成30年度
①

令和元年度
②

増減
②－①

繰り越すべき財源　 イ 0 0

⑶ 新田駅西口土地区画整理事業特別会計 （地方公営企業法非適用事業）

算定式　

資金不足比率
資金の不足額　（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ）＋（Ｅ＋Ｆ）

事業の規模　Ｇ

表　１４　《 資金不足比率算定表（新田駅西口土地区画整理事業特別会計） 》

新田駅西口土地区画整理事業特別会計は歳出額と歳入額が同額の上、その他算

定に必要な額が発生していないことから、算定表上も「－」表示となります。
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Ａ：流動負債

Ｂ：控除企業債等

Ｃ：控除未払金等

Ｄ：建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高

Ｅ：流動資産

Ｆ：解消可能資金不足額

Ｇ：営業収益

Ｈ：受託工事収益

 控除未払金等   Ｃ

188,019

0

193,703

0

5,875

0

199,578

0

0 0 0 0

事業の規模　（G－Ｈ）

資金の不足額　（Ａ－Ｂ－Ｃ＋Ｄ）－（Ｅ＋Ｆ）

　（A-B-C+D）-（E+F）

4,012,013 3,954,703 3,950,552 △ 4,151

0 0 0 0

△ 6,425,317 △ 5,400,972 △ 4,543,850 857,122

  Ｆ 解消可能資金不足額

 資金の不足（△剰余）額  (Ⅰ)

 営業収益   G

              〔分子〕

 事業の規模  (Ⅱ)

増減
②－①

 建設改良費等以外の
 地方債現在高

  Ａ 流動負債

  Ｄ

  Ｂ

21.7

公　表　値 － － －

 流動資産   Ｅ

 控除企業債等

              〔分母〕（G-H）

資金不足比率

13,559 11,455 7,217 △ 4,238 受託工事収益

3,998,454 3,943,248

7,749,558 7,169,517 6,030,332 △ 1,139,185

①　水道事業会計

表　１５　《 資金不足比率算定表と年度比較（水道事業会計） 》

（単位：千円・％）

⑷ 水道事業会計及び病院事業会計 （地方公営企業法適用事業）

算定式　

＝

3,943,335 87

  Ｈ

 資金不足比率　   （Ⅰ)／（Ⅱ) △ 160.6 △ 136.9 △ 115.2

1,512,260 1,962,248 1,686,060 △ 276,188

算定式の内容

算　　定　　値

平成29年度 平成30年度
①

令和元年度
②
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 事業の規模　　　　　　 (Ⅱ)
　                   〔分母〕（G-Ｈ）

11,675,924

 建設改良費等以外の
 地方債現在高

  Ｄ

 流動資産

 資金不足比率　  　(Ⅰ)／(Ⅱ) △ 11.3 △ 6.0 △ 3.8 2.2

10,801,026 11,069,964 268,938

0 0 0

公　表　値 － － －

0

 流動負債   Ａ

 控除企業債等   Ｂ

 控除未払金等   Ｃ

 受託工事収益   Ｈ

00

0 0

2,901,958 2,224,283 △ 268,529

増減
②－①

0 0

  Ｅ

　（A-B-C+D）-（E+F）

11,675,924 10,801,026 11,069,964 268,938

0 0 0 0

 資金の不足（△剰余）額 (Ⅰ)

△ 1,319,774 △ 648,769 △ 422,413 226,356 　　　　　　〔分子〕

 解消可能資金不足額   F

 営業収益（医業収益）   G

1,955,754

537,442

0

4,729526,706

0

532,713

2,108,890 2,108,227 2,070,783 △ 37,444

②　病院事業会計

表　１６　《 資金不足比率算定表と年度比較（病院事業会計） 》

（単位：千円・％）

算定式の内容

算　　定　　値

平成29年度 平成30年度
①

令和元年度
②

水道事業会計の算定表上の資金不足比率は △115.2％で、前年度に引き続き資金

の不足額は発生していません。また、経営健全化基準である 20.0％から 135.2ポ

イント下回っています。

資金不足比率の変動理由を算定式から求めますと、前年度に比べ、分母となる事

業の規模（Ⅱ）が 0.0％増加し、分子となる資金の剰余額（Ⅰ）が 15.9％減少し

た結果、分母における分子の割合が低下したものです。

病院事業会計の算定表上の資金不足比率は △3.8％で、前年度に引き続き資金

の不足額は発生していません。また、経営健全化基準である 20.0％から 23.8ポ

イント下回っています。

資金不足比率の変動理由を算定式から求めますと、前年度に比べ、分母となる

事業の規模（Ⅱ）が 2.5％増加し、分子となる資金の剰余額（Ⅰ）が 34.9％減少

した結果、分母における分子の割合が低下したものです。
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３ むすび

内閣府による月次経済報告によると、これまで７年近くにわたって「回復」としていた

景気判断の表現について、令和２年３月に「大幅に下押しされている」と下方修正しまし

た。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、訪日外国人客の急減や外出・イベントの自粛

などで個人消費や企業活動が落ち込み、我が国の経済は大変厳しい局面を迎えています。

また、令和元年１０月に実施した消費税率の引上げに伴う消費動向や混迷の度合いを深め

つつある米中の対立が日本経済に与える影響などにも引き続き注視する必要があります。

本市の令和元年度決算における財政健全化指標を算出したところ、実質赤字比率及び連

結実質赤字比率については、前年度同様黒字のため、比率は算出されません。実質公債費

比率については 4.1％で前年度と比べて 0.1ポイント改善しており、また、将来負担比率

についても 5.4％で前年度と比べて 0.7ポイント改善しています。資金不足比率について

は、いずれの会計においても資金不足額が発生せず健全を示す比率となっています。

全国の状況を確認すると、公表値において最新となる平成３０年度決算に基づく自治体

及び公営企業会計の比率では、早期健全化基準以上（将来負担比率）の団体は前年度同様

１団体であり、経営健全化基準以上の公営企業会計数は前年度に比べ４会計減少し、７会

計となっています。

また、埼玉県内の市及び類似団体の平均値を資料３及び資料４から確認すると、実質収

支（黒字額）はいずれも減少し、実質公債費比率及び将来負担比率については、埼玉県内

の市では実質公債費比率は上昇（悪化）し、将来負担比率は低下（改善）している一方、

類似団体においてはいずれも低下しています。

財政健全化指標は、財政状況を客観的に表し、健全化への道しるべとなるものです。こ

れまで比率の算定の精度を高めてきておりますが、引き続き、国、県からの調整等にも適

正に対応するとともに、他団体と比較しながら、算定数値の充分な検証を望みます。

本市の財政状況に目を向けると、財政の自主性や弾力性を高める自主財源については、

昨今の景気・経済状況の悪化により減収が懸念されるところであり、今後も大幅な伸びは

期待できません。また、国、県の補助金や地方交付税等の依存財源についても、原資とな

る国税収入の落ち込み等により厳しい状況が予想されており、制度を有効に活用して財源

確保に尽力する必要があります。一方、歳出については、少子高齢化の急速な進展に伴う

社会保障費の増大や公共施設等の老朽化対策に係る多額の費用増が見込まれ、さらには新

型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策等の新たな財源需要も発生しており、より一

層厳しい財政運営を迫られています。

今後の人口減少社会を踏まえ、将来世代に過度の負担を残すことのないよう今後も的確

に財政状況を把握し、将来を見据えた健全な財政運営を着実に進め、「地域の豊かさ」を

持続・発展させていくことを強く望みます。
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資料 １

（単位：人・千円・％）

草加市
（R1）

草加市
（H30）

川口市 越谷市 春日部市 八潮市

人口（年度中の1月1日） 249,645 248,488 603,838 342,945 234,598 90,876

標準財政規模 44,128,950 44,000,155 106,645,163 59,967,744 43,172,488 17,494,677

実質赤字比率 △ 7.43 △ 9.44 △ 7.41 △ 8.75 △ 5.67 △ 9.10

連結実質赤字比率 △ 21.08 △ 26.13 △ 15.17 △ 13.46 △ 21.95 △ 27.24

実質公債費比率 4.1 4.2 6.1 7.2 3.9 6.1

将来負担比率 5.4 6.1 3.9 23.9 17.3 41.4

三郷市 吉川市 上尾市 熊谷市
県市平均
（40団体）

類似団体平均
（31団体）

人口（年度中の1月1日） 141,827 72,891 228,519 197,731 171,969 251,750

標準財政規模 25,814,100 12,906,344 38,062,407 39,914,105 33,553,431 51,397,357

実質赤字比率 △ 9.22 △ 4.48 △ 4.77 △ 11.55 △ 5.81 △ 4.84

連結実質赤字比率 △ 20.17 △ 24.70 △ 16.13 △ 19.62 △ 17.66 △ 19.13

実質公債費比率 8.0 6.5 4.5 1.0 4.6 4.1

将来負担比率 72.9 41.6 14.4 △ 63.7 14.6 25.2

近隣市等における健全化判断比率の比較（平成３０年度）

（注1）草加市以外の市については、資料３「埼玉県内の市における健全化判断比率の状況（平成３０年度）」の
　　　 うち、近隣市及び人口規模が類似している団体を記載しています。
（注2）県市平均及び類団平均は、資料３及び資料４の「平均」を記載しています。
（注3）「人口（年度中の１月１日）」については、「草加市（Ｒ１）」は令和２年１月１日現在の住民基本台帳
       人口、その他は平成３１年１月１日現在の住民基本台帳人口です。
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30.0
40.0
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-15.00
-10.00
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10.00
15.00
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近隣市等における健全化判断比率の比較

将来負担比率 実質赤字比率（△） 連結実質赤字比率（△） 実質公債費比率

将来負担比率（％）
実質赤字比率、連結実質赤字
比率、実質公債費比率（％）
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資料 ２

草加市
（R1）

草加市
（H30）

川口市 越谷市 春日部市 八潮市

将来負担額（控除前）千円 ① 96,028,099 97,281,726 227,733,220 113,258,178 105,688,476 44,381,209

充当可能財源等　　　千円 ② 93,918,822 94,930,489 223,895,727 100,410,708 99,300,204 37,930,511

将来負担額（控除後）千円

　　　　　　　　　（①－②）
③ 2,109,277 2,351,237 3,837,493 12,847,470 6,388,272 6,450,698

人口（年度中の1月1日）人 ④ 249,645 248,488 603,838 342,945 234,598 90,876

384,659 391,495 377,143 330,252 450,509 488,371

8,449 9,462 6,355 37,462 27,231 70,984

三郷市 吉川市 上尾市 熊谷市
県市平均

（40団体）

将来負担額（控除前）千円 ① 64,581,807 27,731,129 72,115,341 58,792,281 67,520,208

充当可能財源等　　　千円 ② 47,845,638 22,853,947 67,163,244 81,117,692 63,139,500

将来負担額（控除後）千円

　　　　　　　　　（①－②）
③ 16,736,169 4,877,182 4,952,097 △ 22,325,411 4,380,708

人口（年度中の1月1日）人 ④ 141,827 72,891 228,519 197,731 171,969

455,356 380,447 315,577 297,335 392,630

118,004 66,911 21,670 △ 112,908 25,474

近隣市等における市民一人当たりの将来負担額の比較（平成３０年度）

（注1）平成３０年度決算に基づく健全化判断比率（埼玉県）、表８及び資料３から作成しています。また、草加市以外の市に
       ついては、近隣市及び人口規模が類似している団体を記載しています。
（注2）「控除前」とは将来負担額を指し、「控除後」とは将来負担額から充当可能財源等を控除した将来負担額を指します。
（注3）「人口（年度中の１月１日）については、「草加市（Ｒ１）」は令和２年１月１日現在の住民基本台帳、その他は平成
       ３１年１月１日現在の住民基本台帳人口です。

　

一人当たり将来負担額
（控除前）円  （①÷④）
一人当たり将来負担額
（控除後）円  （③÷④）

一人当たり将来負担額
（控除前）円  （①÷④）

一人当たり将来負担額
（控除後）円  （③÷④）
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資料３

（単位：千円・％）

一
般
会
計
等

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

（

３
カ
年
平
均
）

将
来
負
担
比
率

1 さいたま市 1,302,256 299,298,216 1,477,680 25,239,904 △ 0.49 △ 8.43 5.1 21.2

2 川越市 353,115 63,769,255 2,889,765 14,672,261 △ 4.53 △ 23.00 5.3 68.9

3 熊谷市 197,731 39,914,105 4,614,001 7,834,674 △ 11.55 △ 19.62 1.0 △ 63.7

4 川口市 603,838 106,645,163 7,911,178 16,187,681 △ 7.41 △ 15.17 6.1 3.9

5 行田市 81,424 16,925,730 992,534 4,843,035 △ 5.86 △ 28.61 4.4 17.3

6 秩父市 62,895 16,925,192 1,356,192 4,424,278 △ 8.01 △ 26.14 1.9 21.9

7 所沢市 344,320 59,322,418 4,320,149 14,308,733 △ 7.28 △ 24.12 2.4 △ 5.2

8 飯能市 79,708 17,224,260 1,430,348 2,676,175 △ 8.30 △ 15.53 3.1 35.6

9 加須市 113,321 24,395,039 3,170,528 7,418,915 △ 12.99 △ 30.41 5.5 △ 12.9

10 本庄市 78,297 17,397,439 1,781,788 3,416,978 △ 10.24 △ 19.64 3.7 △ 30.8

11 東松山市 90,290 17,493,246 1,092,578 5,703,690 △ 6.24 △ 32.60 3.1 23.4

12 春日部市 234,598 43,172,488 2,450,513 9,477,512 △ 5.67 △ 21.95 3.9 17.3

13 狭山市 151,661 27,518,214 1,707,479 7,794,741 △ 6.20 △ 28.32 4.0 3.1

14 羽生市 55,112 11,126,140 1,172,909 2,549,955 △ 10.54 △ 22.91 9.8 91.5

15 鴻巣市 118,745 24,279,965 2,154,361 5,205,807 △ 8.87 △ 21.44 4.5 11.8

16 深谷市 143,675 30,040,269 2,232,745 6,396,012 △ 7.43 △ 21.29 △0.7 △ 49.1

17 上尾市 228,519 38,062,407 1,817,232 6,140,789 △ 4.77 △ 16.13 4.5 14.4

18 草加市 248,488 44,000,155 4,157,854 11,499,695 △ 9.44 △ 26.13 4.2 6.1

19 越谷市 342,945 59,967,744 5,248,690 8,073,633 △ 8.75 △ 13.46 7.2 23.9

20 蕨市 75,261 14,377,372 1,503,039 4,361,855 △ 10.45 △ 30.33 1.7 △ 13.4

21 戸田市 139,616 30,131,262 2,630,055 4,491,721 △ 8.72 △ 14.90 5.0 18.7

22 入間市 148,442 25,869,620 810,149 5,481,379 △ 3.13 △ 21.18 0.9 7.1

23 朝霞市 140,004 24,374,531 1,119,470 3,264,592 △ 4.59 △ 13.39 4.3 26.0

24 志木市 76,303 14,223,966 1,383,048 4,526,161 △ 9.72 △ 31.82 0.8 △ 36.2

25 和光市 82,785 15,458,246 1,519,728 3,448,469 △ 9.83 △ 22.30 2.3 51.1

26 新座市 165,336 29,425,859 2,196,507 5,252,698 △ 7.46 △ 17.85 5.8 51.8

27 桶川市 75,408 13,887,081 427,668 709,994 △ 3.07 △ 5.11 4.3 46.7

28 久喜市 153,709 30,675,698 1,415,487 5,365,687 △ 4.61 △ 17.49 6.5 16.6

29 北本市 66,668 12,731,081 830,863 1,286,260 △ 6.52 △ 10.10 7.3 34.3

30 八潮市 90,876 17,494,677 1,593,469 4,766,161 △ 9.10 △ 27.24 6.1 41.4

31 富士見市 111,167 20,194,110 1,013,921 3,056,496 △ 5.02 △ 15.13 2.7 △ 19.0

32 三郷市 141,827 25,814,100 2,381,708 5,208,095 △ 9.22 △ 20.17 8.0 72.9

33 蓮田市 61,961 12,187,380 687,097 2,839,239 △ 5.63 △ 23.29 5.7 △ 1.6

34 坂戸市 101,226 18,552,451 1,239,986 2,036,965 △ 6.68 △ 10.97 5.1 30.6

35 幸手市 51,338 10,253,155 830,134 2,838,377 △ 8.09 △ 27.68 3.7 39.8

36 鶴ケ島市 70,144 12,934,176 910,079 1,265,350 △ 7.03 △ 9.78 7.7 △ 7.7

37 日高市 56,066 10,971,999 901,939 3,763,237 △ 8.22 △ 34.29 2.1 3.7

38 吉川市 72,891 12,906,344 578,813 3,187,876 △ 4.48 △ 24.70 6.5 41.6

39 ふじみ野市 114,292 22,246,593 1,344,883 3,618,236 △ 6.04 △ 16.26 2.1 △ 43.7

40 白岡市 52,497 9,950,101 691,837 2,490,865 △ 6.95 △ 25.03 8.2 1.9

平均 171,969 33,553,431 1,949,710 5,928,105 △ 5.81 △ 17.66 4.6 14.6

（注2）「一般会計等実質収支額」は、実質赤字比率を算出するため、一般会計に属する特別会計を含んだものです。

埼玉県内の市における健全化判断比率の状況（平成３０年度）

（注1）平成３０年度市町村別決算状況調（総務省）及び平成３０年度決算に基づく健全化判断比率（埼玉県）、公開資料を基に作成（算定）し
       ています。

市の名称

健 全 化 判 断 比 率

人口（人）
H31.1.1
現在

標準財政規模
一般会計等
実質収支額

連結
実質収支額
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資料４   

類似団体区分（総務省）　施行時特例市（平成３０年４月１日現在）

（単位：千円・％）

一
般
会
計
等

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

（

３
カ
年
平
均
）

将
来
負
担
比
率

1 山形県 山形市 246,904 51,633,605 － － △ 2.92 △ 22.60 8.0 84.1

2 茨城県 水戸市 272,485 56,344,126 － － － － 9.3 121.1

3 茨城県 つくば市 233,807 48,158,968 2,184,629 3,862,561 △ 4.53 △ 8.02 6.3 58.2

4 群馬県 伊勢崎市 213,628 42,580,008 － － △ 5.38 △ 32.64 5.0 39.7

5 群馬県 太田市 224,635 45,358,273 － － △ 4.18 △ 7.38 5.6 35.2

6 埼玉県 熊谷市 197,731 39,914,105 4,614,001 7,834,674 △ 11.55 △ 19.62 1.0 △ 63.7

7 埼玉県 所沢市 344,320 59,322,418 4,320,149 14,308,733 △ 7.28 △ 24.12 2.4 △ 5.2

8 埼玉県 春日部市 234,598 43,172,488 2,450,513 9,477,512 △ 5.67 △ 21.95 3.9 17.3

9 埼玉県 草加市 248,488 44,000,155 4,157,854 11,499,695 △ 9.44 △ 26.13 4.2 6.1

10 神奈川県 平塚市 257,113 48,971,976 2,699,491 9,100,826 △ 5.51 △ 18.58 2.0 23.2

11 神奈川県 小田原市 191,557 38,128,053 2,958,289 11,203,526 △ 7.75 △ 29.38 3.0 △ 0.3

12 神奈川県 茅ヶ崎市 243,931 41,647,212 4,499,075 9,715,150 △ 10.80 △ 23.32 0.5 48.9

13 神奈川県 厚木市 225,089 53,857,996 3,115,302 4,157,980 △ 5.78 △ 7.72 2.4 35.8

14 神奈川県 大和市 237,112 41,331,682 1,882,011 2,580,341 △ 4.55 △ 6.24 0.6 29.6

15 新潟県 長岡市 271,011 70,284,073 － － － － 5.8 68.1

16 新潟県 上越市 193,275 56,353,296 3,071,240 17,903,547 △ 5.44 △ 31.77 12.0 85.2

17 福井県 福井市 264,356 59,035,716 1,801,259 11,763,628 △ 3.05 △ 19.92 10.7 110.5

18 山梨県 甲府市 188,774 41,894,649 687,945 8,170,958 △ 1.64 △ 19.50 6.6 80.0

19 長野県 松本市 239,635 57,039,735 － － － － 4.5 -

20 静岡県 沼津市 195,986 40,408,582 － － － － 4.7 29.7

21 静岡県 富士市 254,110 50,132,822 3,009,770 8,708,288 △ 6.00 △ 17.37 3.1 51.0

22 愛知県 一宮市 385,609 72,083,407 － － － － 3.4 46.1

23 愛知県 春日井市 312,007 57,761,848 1,784,933 16,397,763 △ 3.09 △ 28.38 4.2 33.2

24 三重県 四日市市 312,168 77,014,266 － － － － 6.2 △ 5.2

25 大阪府 岸和田市 195,350 41,642,634 － － △ 0.27 △ 7.02 9.9 38.2

26 大阪府 吹田市 371,715 71,396,048 － － △ 3.45 △ 13.48 △ 2.7 △ 45.1

27 大阪府 茨木市 282,018 52,234,634 894,083 7,104,551 △ 1.71 △ 13.60 △ 3.5 △ 49.6

28 大阪府 寝屋川市 233,484 45,553,283 － － △ 3.64 △ 22.19 1.8 △ 70.2

29 兵庫県 加古川市 265,716 48,855,097 234,127 9,624,225 △ 0.47 △ 19.69 2.9 △ 38.6

30 兵庫県 宝塚市 234,209 43,970,975 － － － － 3.7 22.1

31 佐賀県 佐賀市 233,418 53,235,932 1,182,216 9,852,093 △ 2.22 △ 18.50 2.6 △ 29.3

平均 251,750 51,397,357 2,530,383 9,625,892 △ 4.84 △ 19.13 4.1 25.2

（注2）平均は、各数値の合計を表示団体数（最大３１市）で除しています。なお、「－」表示は算定除外しています。              

（注3）「一般会計等実質収支額」は、実質赤字比率を算出するため、一般会計に属する特別会計を含んだものです。

類似団体における健全化判断比率の状況（平成３０年度）

（注1）平成３０年度市町村別決算状況調（総務省）及び平成３０年度決算に基づく健全化判断比率（埼玉県）、公開資料から可能な範囲で
　　　 作成しています。
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資料６ 

用語説明（５０音順） 

 

 

 

●一部事務組合 

 地方公共団体の事務の一部を共同処理するために設置されたものです。 

 

●一般会計 

 地方公共団体の会計の中心をなすもので、特別会計で計上される以外のすべての経

費は一般会計で処理されます。 

 

●一般会計等 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における実質赤字比率の対象となる会計

で、地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のものです。 

 

●一般財源 

 財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるものをいいま

す。地方税、地方譲与税、地方交付税のほか、利子割交付金、配当割交付金、株式等

譲渡所得割交付金、地方消費税交付金等があります。 

 

 

●基準財政収入額 

 普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するた

めに、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した

額です。 

 

●基準財政需要額 

 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準にお

ける行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に

算定した額です。各行政項目の基準財政需要額は、単位費用、測定単位及び補正係数

を乗じた額を基本に算定します。 

 

●広域連合 

 地方公共団体の事務で広域にわたり処理するために設置されたものです。 

ア 行 

カ 行 
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●公営企業（法適用企業・法非適用企業） 

 地方公共団体が経営する企業で、地方公共団体の財政の健全化に関する法律では、

公営企業法の全部又は一部を適用している事業を法適用企業、地方財政法第６条の規

定により特別会計を設けて事業の経理を行っている公営企業で法適用企業以外のもの

を法非適用企業と規定しています。 

 法適用企業は企業会計方式により経理が行われ、法非適用企業は、一般会計と同様、

地方自治法に基づく財務処理が行われます。 

 

●公債費 

 地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金をいいます。 

 

 

●債務負担行為 

 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除く

ほか、地方公共団体が将来にわたる債務を負担する行為につき、その行為の内容とし

て定めておくもので、予算の一部を構成するものです。 

 

●債務保証 

 地方公共団体が地域の産業、経済の振興等を図るため、地方公共団体が住民の受け

る融資等に対する債務の保証で、主たる債務を前提とし、その債務が履行されない場

合に代わって弁済する契約です。 

 

●実質収支 

 歳入歳出差引額（形式収支）から翌年度へ繰り越すべき財源（継続費逓次繰越、繰

越明許費繰越、事故繰越等）を控除した額です。通常、「黒字団体」、「赤字団体」

という場合は、実質収支の黒字、赤字により判断します。 

 

●準元利償還金 

 公営企業や一部事務組合等が借り入れた地方債の償還財源に充てられた、一般会計

が負担した繰出金や負担金等の合計額です。 

 

●損失補償 

 特定の者が金融機関等から融資を受ける場合に、その融資の全部又は一部が返済不

能となって当該金融機関等が損失を被ったとき、地方公共団体が融資を受けた者に代

わって、その損失を補償することをいいます。 

サ 行 



- 29 - 

 

 

●第三セクター 

 一般的には、地方公共団体の公共部門（第一セクター）と民間部門（第二セクター）

との共同出資で設立された事業主体を指します。 

 

●地方公社 

 公共用地の取得・造成、住宅の建設管理等を行うために、地方公共団体が出資等を

行って設立された法人です。 

 

●地方交付税 

 国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定の割合の

額で、地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行することができるように、一定

の基準により国が交付する税をいいます。 

 

●地方債 

 地方公共団体が資金調達のために負担する債務でその返済が一会計年度を超えて行

われるものをいいます。 

 

●特定財源 

 財源の使途が特定されているもので、国庫支出金、県支出金、地方債、分担金、負

担金、使用料、手数料等があります。 

 

●特別会計 

 地方公共団体が特定の事業を行う場合、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充

て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、一般会計から分離

して別に収支経理を行う会計です。 

 

 

●標準財政規模 

 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示

すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額ですが、特例として臨時財政対

策債の発行可能額を含みます。 

 なお、実際の歳入額とは一致しません。 

 

 

ハ 行 
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●標準税収入額 

 地方税法に定める法定普通税を、標準税率をもって地方交付税法で定める方法によ

り算定した収入見込額です。具体的には、法定普通税の基準税額の合計をいいます。 

 

 

●臨時財政対策債 

 地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財

政法第５条の特例として発行される地方債です。なお、償還費用は普通交付税の算定

基礎となる基準財政需要額に算入されます。 
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